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Ⅰ 障害者活躍推進計画の策定に当たって         

 

１．策定の趣旨                                             

令和元年６月に障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２

３号。以下「障害者雇用促進法」という。）が改正され、地方公共団体に「障害

者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取り組みに関する計画

（以下「障害者活躍推進計画」という。）」の策定・実施が義務付けられるととも

に、厚生労働大臣が定める障害者活躍推進計画作成指針に、国及び地方公共団体

が率先して、障がいのある人の雇用に取り組む必要性と法定雇用率の達成にと

どまらず、雇用を継続的に進めることの重要性が明記されました。 

 

 これを受け、本市では、令和２年度から令和６年度までの５か年を計画期間

とする障害者活躍推進計画を策定し、本計画に基づき、障がいのある人の活躍

の推進に取り組んできました。当該計画の計画期間が令和６年度末をもって満

了することから、これまでの取組状況を踏まえた上で、障がいのある人の活躍

の場の拡大のための取組を引き続き実施するため、本計画を策定します。 

 

本計画のもと、障がいのある職員を含む全ての職員が、働きやすい職場となる

よう、市全体で取り組んでいきます。 

 

 

２．策定主体                                              

障がいのある職員の活躍をより一層推進するため、市長と教育委員会との共

通の取組として本計画を策定します。 

 

 

３．計画期間                                              
計画期間は、令和７年度から令和１１年度までの５か年とします。 

なお、計画期間内においても、毎年度、取組状況等を把握・検証をし、それ

らの結果を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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４．周知・公表                                             

（１）職員に対する計画の周知 

計画の策定や改定をした際は、庁内情報システム等を通じて、全ての職員に

周知します。 

 

（２）公表 

計画の策定や改定をした際は、市ホームページで公表します。 

また、計画に掲げる取組の実施状況や目標の達成状況等についても、毎年

度、公表します。 
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Ⅱ 状況把握                            

 

１．障がいのある人の雇用の状況                                 

障がいのある人の法定雇用率（以下「法定雇用率」という。）については、

障害者雇用促進法において、国・地方公共団体等の公的機関は、民間企業より

も高い法定雇用率が定められ、また、その雇用の状況を毎年度通報し、公表す

るものとしています。 

近年の市の障がいのある人の雇用状況は次のとおりです。（毎年６月１日時

点通報の障害者雇用促進法第４０条の規定に基づく障がい者の任免状況より） 

 

※法定雇用率の達成 

■法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数に、法定雇用率を乗じて得た数

（１人未満切り捨て）から、障がいのある職員の数（勤務時間数及び障がい

の状況によりカウント数が変わります。）を減じて０人となることをもって

達成とします。 

 

※実雇用率 

■法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数のうち、障がいのある職員

の数の割合とします。そのため、実雇用率が法定雇用率を下回っていて

も、不足数が０人となることがあり、この場合、法定雇用率は達成としま

す。 

 

※障がいのある職員の数 

■障がいのある職員の数は、重度の身体障がい者１人を２人相当に、短時間

勤務職員１人を０．５人相当に計上する等しており、実人数と異なりま

す。 
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（１）市長部局 

年度 
法定 

雇用率 

法定雇用障害者

数の算定の基礎

となる職員数 

障がいの

ある職員

の数 

達成 

状況 

（参考） 

実雇用率 

令和６年度 ２．８％ ７３４．０人 １７．５人 未達成 ２．３８％ 

令和５年度 

２．６％ 

７００．０人 １６．５人 未達成 ２．３６％ 

令和４年度 ６７７．０人 １４．５人 未達成 ２．１４％ 

令和３年度 ６８４．０人 １６．５人 未達成 ２．４１％ 

令和２年度 ２．５％ ６６５．５人 １６．０人 達成 ２．４０％ 

※令和３年度、令和４年度、令和５年度及び令和６年度の６月１日時点では法

定雇用率を下回っていましたが、各年内にて法定雇用率を達成しました。 

 

 （２）教育委員会部局 

年度 
法定 

雇用率 

法定雇用障害者

数の算定の基礎

となる職員数 

障がいの

ある職員

の数 

達成 

状況 

（参考） 

実雇用率 

令和６年度 ２．８％ ２６０．５人 １０．０人 達成 ３．８４％ 

令和５年度 

２．６％ 

２４０．０人 ７．５人 達成 ３．１２％ 

令和４年度 ２５８．５人 ６．０人 達成 ２．３２％ 

令和３年度 ２５５．５人 ６．５人 達成 ２．５４％ 

令和２年度 ２．５％ ２４５．０人 ６．０人 達成 ２．４５％ 

 

 【参考】令和６年度の国・千葉県の状況 

 機関 法定雇用率 達成状況 実雇用率 

国 
２．８％ 

43 機関で達成 

1 機関で未達成 
３．０７％ 

千葉県（知事部局） 達成 ３．０９％ 

千葉県（教育委員会） ２．７％ 達成 ２．７４％ 
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２．職場定着の状況                                          

障がいのある職員の近年の採用後１年の定着率は次のとおりです。 

年度 定着率 

令和５年度 １００％ 

令和４年度 １００％ 

令和３年度 １００％ 

  ※採用後１年の定着率については、年度の途中に採用された職員が同年３

月末時点に在籍していれば定着している者としてカウントしています。 

 

  【参考】一般企業での就職後の職場定着状況 

身体障害 知的障害 精神障害 

６０．８％ ６８．０％ ４９．３％ 

 （独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合ｾﾝﾀｰ(JEED) 

  平成２９年４月「障害者の就業状況等に関する調査研究」より） 
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３．職員アンケートの結果                                      

障がいのある職員が活躍しやすい職場づくりを進めるために、障がいのある

職員を対象にアンケートを実施しました。 

 

問１．現在の職場で働いていることについての全体的な満足度 

満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満 

12 人 4 人 0 人 1 人 0 人 

70.6％ 23.5％ 0.0％ 5.9％ 0.0％ 

 

問２．現在の仕事内容に対しての満足度 

満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満 

8 人 7 人 1 人 1 人 0 人 

47.1％ 41.2％ 5.9％ 5.9％ 0.0％ 

 

問３．現在の業務量に対しての満足度 

満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満 

7 人 7 人 2 人 1 人 0 人 

41.2％ 41.2％ 11.8％ 5.9％ 0.0％ 

 

問４．物理的な作業環境に対しての満足度 

満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満 

3 人 6 人 4 人 4 人 0 人 

17.6％ 35.3％ 23.5％ 23.5％ 0.0％ 

 

問５．職場内での相談環境に対しての満足度 

満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満 

6 人 5 人 3 人 3 人 0 人 

35.3％ 29.4％ 17.6％ 17.6％ 0.0％ 

 

問６．勤務する上での障がいへの配慮に対しての満足度 

満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満 

5 人 7 人 4 人 1 人 0 人 

29.4％ 41.2％ 23.5％ 5.9％ 0.0％ 

※問１から問６までの各構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているた

め、合計しても１００％にならないことがあります。 
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４．課題                                                 

法定雇用率の達成状況において、各年内には法定雇用率を達成しているもの

の、６月１日時点では未達成であることが多く、また、国では令和８年７月１

日から法定雇用率を３．０％（教育委員会２．９％）に引き上げる方針を示し

ているため、障がいのある人の雇用により積極的に取り組む必要があります。 

また、障がいのある職員が継続して活躍するためには、雇用率の維持だけで

はなく、職場環境の整備、支援機器の導入といったハード面の整備とともに、

研修や相談体制の充実といったソフト面の整備が必要と考えます。 
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Ⅲ 計画の目標                           

 

１．採用に関する目標                                         

今後の法定雇用率の改正に合わせて、実雇用率による法定雇用率の達成を目

標とします。 

【評価方法】 

毎年の任免状況通報により達成状況を把握するとともに、進捗管理を行

います。 

 

２．定着に関する目標                                         

不本意な離職者を生じさせないことを目標とし、採用１年後の定着率が１０

０％となるよう努めます。 

【評価方法】 

人事記録等により採用者の定着状況を把握するとともに、進捗管理を行

います。 

 

３．満足度に関する目標                                       

全体満足度が前年度を上回ることを目標とします。 

【評価方法】 

毎年、任免状況通報の基準日（６月１日）に在籍している障がいのある

職員に対し、アンケート調査を実施し、職場の全体満足度を把握するとと

もに、進捗管理を行います。 
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Ⅳ 障がいのある職員の活躍推進に向けた取組      

 

１．組織体制の整備                                          

（１）職員の採用に関しては、人事担当課において全庁的に実施しているた

め、人事担当課長を「障害者雇用推進者」として選任し、市全体で本計画

への取組を推進します。 

 

（２）障がいのある職員の適性・能力に応じた職務の選定や人間関係等の職場

生活に関すること、職場適応の向上に関することなど、職業生活全般の指

導・相談を行うため、「障害者職業生活相談員」を選任します。障害者職

業生活相談員は、適正に職務を遂行するため、必要に応じて障害者職業生

活相談員資格認定講習など各種研修に参加させることで、障がいのある人

への理解や知識の向上を図ります。 

 

（３）障がいのある職員や配属先の職員の相談窓口を人事担当課に置き、相談

者の意向等を踏まえつつ、必要に応じて産業医との連携を図ります。 

 

（４）厚生労働省千葉労働局職業対策課などの国等の機関の相談窓口を活用す

ることで、内容に応じた多様な相談に対応できる環境づくりに努めます。 

 

（５）業務上の指導等を行う職場の上司・同僚が日常的な配慮等を行うこと

で、常に職場内で相談しやすい環境づくりに努めます。 

 

（６）新たに配属となる所属長に、障がいのある職員が申し出た障がいの特性

や職場に求める配慮事項を配属前に周知します。 

 

（７）障がいのある職員が配属されている部署を主な対象として、障がいのあ

る職員を支援するための研修を実施します。 

 

２．職務の選定・創出                                         

（１）職務の選定に当たっては、採用時の面接やアンケートの実施等により、一

人ひとりの特性・能力等を把握し、本人に合った業務の割振りや職場への配

置を行う等、業務との適切なマッチングを図ります。 
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（２）庁内各部署へ業務に関しての調査を実施し、現状を把握した上で職務の

創出を図ります。 

 

３．職場環境の整備・人事管理                                   

（１）新規に採用した障がいのある職員については、定期的な声掛けや面談の

実施等により必要な配慮を把握し、継続的な措置を講じていきます。 

 

（２）就労するための環境整備や支援機器の購入など、必要に応じて関係部署

と連携することで、就労環境の向上に努めます。 

 

（３）募集に当たっては、公共職業安定所など外部機関との連携や就労支援の

ための企業説明会などを活用することで、就労意欲のある障がいのある人

に積極的に広く周知します。 

 

（４）採用選考に当たり、応募者からの要望を踏まえ、面接における手話通訳

者を配置するなど、障がいの特性に配慮した選考方法に努めます。 

 

（５）障がいの特性や体調等を考慮して、段階的な勤務時間の延長や治療と業

務の両立支援を考慮するなど、様々な勤務形態による柔軟な採用に努めま

す。 

 

（６）募集・採用に当たっては、次のような取扱いを行わず、公平公正な募集

採用を行います。 

  ・ 特定の障がいを排除し、または特定の障がいに限定する。 

  ・ 自力で通勤できることといった条件を設定する。 

  ・ 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 

  ・ 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられる

こと」といった条件を設定する。 

  ・ 特定の就労支援機関からのみの受け入れを実施する。 

 

（７）時間単位の年次休暇や特別休暇などの制度の周知を図るとともに、制度

の利用を促すことで、体調管理に十分配慮します。 

 

（８）本人の希望等を踏まえつつ、研修への受講を推奨し、実務能力の向上や

専門知識の修得を図ります。 
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４．その他                                                

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」

及び「印西市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための指針」

に基づき、障害者就労施設等への発注等を通じ、市全体で障がいのある人の活

躍の場の拡大を推進します。 

 


